
新型コロナウイルス感染症から県民を守る

先手対応・事前主義で対策を実行
　県内において、新型コロナウイルスの変異株の感染者が確認されるなど、油断できない状況が続
いています。県では、先手対応・事前主義のもと、新型コロナウイルスの感染拡大防止と社会経済活
動の両立を図るため、状況に応じたさまざまな取り組みを行っています。

隠れた感染源を早期に把握し、感染拡大を防止するため、濃厚接触者※以外の接触者についても原則全員に
検査を実施。 
※濃厚接触者とは、マスク着用など必要な感染防止対策をせず、感染者と1m以内の距離で15分以上接触した方などを指します

●1  接触者への検査を幅広く実施

BEFORE AFTER

感染者 宿泊療養施設医療機関

BEFORE AFTER

●2  受け入れ病床の確保と宿泊療養施設の運用ルールの見直し

状況に応じて受け入れ病床を確保し、入院患者の増加に対応。無症状者などは入院することなく、宿泊療養
施設に直接入所するよう運用ルールを変更するとともに、新たに富士北麓地域にも施設を開設することとし、
医療機関の負担を軽減。

●3  グリーン・ゾーン認証制度のさらなる推進

これまで実施してきた休業協力要請の個別解除の仕組みをグリーン・ゾーン認証制度に取り込み、一本化。
山梨県独自の感染防止対策としてさらに推進。

医療機関への入院を
経てから入所

医療機関への入院を
経ずに直接入所

重症化リスクが低い無症状者などの場合

感染者 宿泊療養施設

保健所による調査

移行
グリーン・ゾーン
認証施設へ

認証基準を新たに策定
劇場等、集会・展示施設…

①飲食業

②宿泊業

③ワイナリー

④酒蔵

現行どおり

①飲食業

②宿泊業

③ワイナリー

④酒蔵

宿泊施設
飲食店等

グリーン・ゾーン認証施設 グリーン・ゾーン認証施設

●劇場等　●集会・展示施設
●大規模集客施設及びそれに類すると
 認められる施設（1,000m

2 超）
●ホテル・旅館
 （1,000m

2 超の集会の用に供する部分）
●運動施設（屋内）
●遊技施設　●遊興施設
●学習塾等（1,000m

2 超）

休業協力要請等の個別解除施設

・ 感染防止対策の有無
・ 他者との接触状況
・ 利用した施設
・ 周辺地域の感染状況  など

保健所

検査対象を

総合的に
判断

濃厚接触者以外にも
幅広く検査を実施

接触者

濃厚接触者

検査対象の範囲

感染者

感染者の発生

3月8日時点での情報を基に作成されています。
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